
lGa

家政学原論・家庭経営

６

家庭経済 家族関係 〔(社) 日本 家政 学 会

Ｎ Ｐ Ｏに お け る主 体 形 成 の イン セン テ ィ
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【目的 】平成12 年度から介護保険制度が導入されるこ とにな り、保険の対象とな る業務 を

おこな う主体が法人格をもつことが必須条件のーつとな ってい る。一方平成10 年 、特定非

営m 活動促進法(NPO 法 ）が成立 、非営利の民 間ボランテ ィア主 体の法人格取得の要 件

が緩和されたことから 、NPO 法人による民間 ボラン テ ィア団 体は今後一層増加すること

が予想されてい る。特に高齢者在宅 サービ ス分野では その地 域性や財政面などの問題から
J　　　-･　＝=J　＝　　==＝この種のNPO 法人に対する期m は大 きい 。従来 、

利潤追求のインセンティブによっておこなわれて
置づけられる非営利のNPO 法人の場合、どのよ

国民福祉の実現は政府の介入か市場の
た

な

き

う
，しかしボランティア経済として位
インセンティブが福祉の実現を可能

にするのであろうか。本発表ではNPO 法人による高齢者福祉サービスの可能性と将来性
について考察するための一手段として、高齢者在宅サービスを実施している既存の住民参
加型組織についてその主体形成当初のインセンティブを事例から観察する、
【方法】既存の住民参加型組織として地域社協型では１事例（文献) 、その他の組織では
4 事例 く面接調査）から主体形成時にキーパーソンとなった人のインセンティブを探る。
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【 結 果 】 事 例 で は 地 区 社 協 型 （ 政 府 の 民 活 路 線 の 延 長 上 と も い え る 住 民 参 加 要 請)  以 外 の

組 織 で は 次 の よ う な よ う な イ ン セ ン テ ィ ブ が 共 通 に 働 い て い た こ と が わ か っ た 。 ① あ る 程

度 の ネ ッ ト ワ ー ク （m 域 、 行 政 、 協 力 者 ） を も っ て い た こ と 、 ② 高 齢 者 の 切 実 な ニ ー ズ を

体 験 あ る い は 知 識 を 得 て 深 く 共 感 し た こ と 、 ③ 利 他 的 と も い え る 非 営 利 活 動 の 中 に 自 己 実

現 を 見 出 そ う と し た こ と 。 以 上 か らNPO に お け る 高 齢 者 在 宅 サ ー ビ ス は 地 域 に 根 ざ し た

ネ ッ ト ワ ー ク や ニ ー ズ へ の 深 い 共 感 、 個 人 の 自 己 実 現 の 欲 求 と い う 強 い 根 拠 を も っ て 行 わ

れ る も の と 考 え ら れ 、 非 営 利 で あ っ て も そ の 可 能 性 と 将 来 性 は 大 き い こ と が 予 想 さ れ た
。
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フスタイルの変化　一社会的活動の活発化を中心に一
倉田あゆ子（日本女大）

目的　経済企画庁により設置された「生活ビジョン研究会」の報告（1998）によれば、現

在「自分を磨く」「人とのコミュニケーションを深める」「社会（的）活動に積極的に参

加する」という能動的なライフスタイルが登場してきているという。本研究は３つ目の

「社会的活動」に注目し、社会的活動への参加の実体やそれが人々に及ぼす影響を明らか
にするとともに、新しいライフスタイルとして社会に根づいていくために必要な制度につ
いて考えることを目的としている。

方法　社会的活動は、自主的社会参加活動、市民公益活動、市民活動、ボランティア、

ＮＰＯなどさまざまな呼び方をされているが、ここでは「社会生活基本調査」の中で使わ
れている「社会的活動」を用いることにし、年齢別の行動者率と行動者平均時間を取り上

げる。また各種世論調査や調査報告書を基にして、活動分野、活動経験、今後の活動意向、
活動から受ける影響などについて整理し、考察する。
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結果 社会的活動の主な活動分野は社会福祉系であり、活動経験・今後の活動意向はと

もに高くなる傾向にある。社会生活基本調査（1996 ）から行動者率と行動者平均時間をみる

と30 ・ 40歳代女性と60 歳代男性でその参加が活発であることが分かる。今後社会的活動へ

の参加がより広がっていくためには、企業 のボランティア休暇・休職制度や1998 年3 月 に

成立したＮＰＯ法（特定非営利活動促進法）などがより利用しやすい ものへと改善される

ことが必要だ。そして社会的活動への参加には新しいライフスタイルという意味だけでな
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「知縁」的な人と人とのつながりによる生活の協同の試みという意味もある。


